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「令和 4年度 奄美満喫 体験プログラム利用促進助成事業」 

事業者登録、体験プログラムの登録について(依頼) 

 

 

 皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、奄美大島５市町村が連携して旅行支援を行っている奄美満喫ツアー実行委員会では、観光客に

奄美大島の魅力を感じてもらい、ファン・リピーターを増やすため、奄美大島内の自然・伝統・文化などの

地域固有の資源を活用した観光客向けの体験プログラムを「奄美満喫 体験プログラム」として登録し、これ

らの利用者に対しに助成を行います（奄美満喫 体験プログラム利用促進助成事業）。また、登録された体

験プログラム実施者のリストは、WEBなどを通じて情報発信します。 

つきましては、「令和４年度 奄美満喫体験プログラム」への登録事業者を募集しますので、ご登録の手

続き等よろしくお願いいたします。 

 ※「第22回 あまみシマ博覧会2022」に掲載されているプログラムは、既に対象プログラムとなっています

ので、登録は必要ありません。 

 

【 本助成事業の概要 】 

(１) 奄美群島外在住者(観光客等)が 

・ 奄美大島で6人泊以上の宿泊 (鹿児島県に旅館業の登録をしている民間宿泊施設) と 

・ 「あまみシマ博覧会」または「奄美満喫体験プログラム」に登録されている2つ以上の有料体験プログラ

ムに参加 (1人当たりの参加費合計が5000円以上) した後に 

・ 「奄美満喫ツアー実行委員会」に、助成申請 (宿泊証明書、体験プログラム実施中の写真、領収書等

の提出他) をする。 

(２) 奄美満喫ツアー実行委員会は、申請内容を審査し、適正と認めた場合は、 

・ 助成金をお客様に支払います。(1万円～1.5万円) 

 

 ※本事業詳細については「令和 4年度 体験プログラム利用促進助成事業 実施要綱」を定めます。 

(一社)あまみ大島観光物産連盟 HP「のんびり奄美」→「令和４年度 奄美満喫体験プログラム利用促進

助成事業」に掲載されていますので、そちらからご確認ください。 

専用 HP → https://www.amami-tourism.org/experience/mankitsu_taikenp/ 

 

 

【 予算について 】 

奄美大島 5市町村の負担金により、利用者へ助成を行います。 

助成対象期間であっても、予算終了に伴い助成を終了することがあります。  

https://www.amami-tourism.org/experience/mankitsu_taikenp/


 令和 4年度 奄美満喫体験プログラム 登録事業者・体験プログラム 募集要綱  

 

１ 募集する体験プログラムの内容  

奄美大島(加計呂麻島、請島、与路島を含む)で実施される下記の観光客向け体験プログラム 

（１）歴史又は伝統文化に関する体験 (博物館等への施設入場のみは除外) 

（２）郷土料理等の食文化に関する体験 (飲食の提供のみは除外) 

（３）農業、林業、漁業等の産業に関する体験 (道具のレンタルのみは除外) 

（４）自然を活かした活動に関する体験 (道具のレンタルのみは除外) 

（５）その他会長が認めるもの 

 

２ 募集する体験プログラム開催場所     奄美大島(加計呂麻島、請島、与路島を含む) 

  

３ 募集する体験プログラムの実施期間   ２０２２年１１月１日～２０２３年３月１０日に実施しているもの 

 

４ 事業者登録するための応募資格  

(1) 体験プログラムの実施にあたり、必要な免許を保持し、関係機関からの許可を得ていること 

(2) 体験者に係る保険（傷害保険、賠償責任保険等）に加入していること 

(3) 奄美大島を会場として体験プログラムを自ら企画・実施できる奄美大島内の法人・個人・団体 

(4) 市町村への税を滞納していないこと 

 

５ 募集期間   ２０２２年６月 1日(水)～9月 15日(木)  

 

６ 事業所登録、体験プログラム登録費    無料 

 

７ 登録方法  

【１】 以下①②の書類を事務局へご提出ください。(郵送または持参、〆きり：9/15)  

① 個人の場合・・・住民票の写し（申請日前３ヶ月以内に発行されたものに限る）、及び 

納税（完納）証明書 

法人の場合・・・法人の登記事項証明書、または、履歴事項全部証明書 

（申請日前３ヶ月以内発行されたものに限る）、及び 

納税（完納）証明書 

法人格を持たない団体(実行委員会や集落団体)の場合・・・次のアからエまでに掲げる書類 

   ア 規約等の写し 

   イ 直近の決算書及び予算書（総会議案書等）またはこれに類するものの写し 

   ウ 構成員及び役員名簿の写し 

   エ 団体の代表者の住民票（申請日前３ヶ月以内発行されたものに限る）、及び 

納税（完納）証明 

 

② 本事業対象期間に有効な、体験プログラム利用者に係る保険(傷害保険、賠償責任保険、等)に

加入していることを証明する書類の写し  例：保険料領収証のコピー 

    (※室内でのものづくり体験などで、保険に加入していない場合はその旨お知らせください。) 

令和２年・３年度に登録されている事業所で、 

住所・代表者等の変更がなければ、 

住民票・登記(履歴)事項証明は不要とします。 



  

【２】 下記のサイトにて、事業者情報と 11 ～3月で実施の体験プログラム内容を登録してください。 

・パソコンからの登録 → https://forms.gle/gkNQbeTedxXnvuEu7 

・携帯電話(スマホ、i-phone)からの登録 → 右の QR コードを読み込み 

 

※サイトでは一度に最大 10プログラムの登録が可能です。 

10以上ある場合は、再度事業者登録をすることで追加できます。 

※パソコン・携帯電話からの登録が難しい方はご連絡ください。対応いたします。 

 

８ 提出先及び問い合わせ先  

〒８９４-００２７ 

鹿児島県奄美市名瀬末広町14-10 

(一社)あまみ大島観光物産連盟（奄美満喫ツアー実行委員会事務局：担当 恒吉、山下） 

TEL：０９９７－５７－６２３３ 

メール：info@amami-tourism.org 

 

９ 注意事項  

（1） 提出いただいた書類は返却しません 

（2） 後日、プログラムの料金や内容等の確認のためご連絡させていただく場合がありますのでご了承く

ださい 

（3） 登録申請書に記載された情報は、本事業に関すること以外一切使用いたしません 

（4） 本事業は、「令和4年度 奄美満喫体験プログラム」もしくは、（一社）奄美群島観光物産協会主催の

「第22回あまみシマ博覧会2022」の体験プログラムを利用した方を対象とします 

（5） 本実行委員会は、「あまみ満喫体験プログラム」、「あまみシマ博覧会」における事故、トラブルなど

については、一切の責任を負いません 

 

10 助成対象期間中の 事業者様とお客様のやりとりについて  

(1) 助成対象期間中(2022年 11月 1日～2023年 3月 10日)、体験プログラムに参加されるお客様へ、

領収証の発行をお願いします。その際、以下の点に気を付けてください。 

・「宛名」に体験者の名前を必ず記入 

・「但し書き」に体験プログラム名、参加人数を記入 

・宿泊事業者様が体験プログラムも提供されている場合は、体験プログラムに関わる部分のみの金額を

領収書に記入。宿泊部分については、お客様から提出される「延べ宿泊者数証明書」への記入・押印

をしてください。 

(2) 体験中の写真撮影を促してください。お客様が助成金申請をされる際の提出物となります。 

 

mailto:info@amami-tourism.org

